
２００７年５月１５日１６時～ 

於）ほくろうビル ４階会議室 

連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ 労働相談センター  
札幌圏雇用センサス  ２００７年３月の相談状況 

 

「パートタイマー  雇用不安と心身不安の実態を立法審議の場へ」 
１．労働相談の概況について 
 （１）相談件数について  参照資料－１ 「２００７年３月 月別労働相談処理状況」 
              参照資料－２ 「２００７年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                     「２００７年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 

相談者数は７２人、相談項目数は１５５件となりました。対昨年比では－２８人・＋１３件となりまし 
た。一人当たりの件数では２．１５件となり昨年を０．７３ポイント上回っています。対前月比では＋３ 
人・＋４７件となり、一人当たりの件数は＋０．５９ポイント上回るものとなっています。 

【相談件数・項目数の比較】 
年 

項目        件数（人） 相談項目数 一人当たり相談項目件数 

２００７年３月 ７２人 １５５件 ２．１５件 
前年同月（２００６年３月） １００人 １４２件 １．４２件 
同年前月（２００７年２月） ６９人 １０８件 １．５６件 

 
 （２）雇用形態別相談者数及び件数について  
              参照資料－２「２００７年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                    「２００７年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
 

相談者数７２人の内訳は、社員２４人、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・派 
遣）４２人、不明６人となっており、男女比では男性２５人・女性４７人となっています。相談件数の 
内訳では、社員４７件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・派遣）９７件、不明 
１１件となっています。男女比では男性４７件、女性１０８件となっています。一人当たりの件数では、 
社員１．８８件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・派遣）２．３１件、不明１． 
８３件となっています。男女比では男性１．８８件、女性２．２９件となっています。 

 
【雇用形態別 相談者数】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
男 １３ １ ２ ３ １ ０ １ ４ ２５ 
女 １１ ３ ２２ １ １ ０ ７ ２ ４７ 
計 ２４ ４ ２４ ４ ２ ０ ８ ６ ７２ 

 
【雇用形態別・男女別 相談件数（各上段）と一人当たり相談件数（各下段）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
２３ ４ ４ ８ １ ０ １ ６ ４７ 

男 
１．７９ ４．００ ２．００ ２．６６ １．００ ０ １．００ １．５０ １．８８ 

２４ １２ ４２ ６ ２ ０ １７ ５ １０８ 
女 

２．０７ ４．００ １．９０ ６．００ ２．００ ０ ２．４２ ２．５０ ２．２９ 
４７ １６ ４６ １４ ３ ０ １８ １１ １５５ 

計 
１．９５ ４．００ ２．０９ ３．５０ １．５０ ０ ２．２５ １．８３ ２．１５ 

 
 



（３）業種別相談状況について   参照資料－３「２００７年３月 労働相談（業種別・相談内容別）」 
 業種別相談状況では、「卸・小売業・飲食店」１４人（相談件数３５件 ２．５０件／一人）、「建設・ 
設計・重機業」１０人（同１９件 １．９０件／一人）、「ビル管理業」９人（同１９件 ２．１１件／ 
一人）、「労働者派遣業」７人（同１９件 ２．７１件／一人）、「その他サービス業」６人（同１６件 ２． 
６６件／一人）、「医療・医薬」４人（同９件 ２．２５件／一人）、「食品・加工」３人（同７件 ２． 
３３件／一人）、「陸運・倉庫業」２人（同４件 ２．００件／一人）、「金融・不動産業」２人（同３件 
１．５０件／一人）等の順位となっています。 
「卸・小売業・飲食店」が飛び抜けて多い状況となっています。「建設・設計・重機業」「労働者派遣業」 
「ビル管理業」が、人数・件数共に上位に位置されています。 

 
（４）相談内容について   参照資料－４「２００７年３月 労働相談（男女雇用形態別・相談内容別）」 

参照資料－５「２００７年 主相談項目 相談者数 月別集計」 
相談内容を件数で検証すると、「就業規則・雇用契約」２８件、「解雇・雇い止め・退職」２８件、「経 

営問題・労務管理」１９件、「賃金」１６件（内  未払関連１４件）、「勤務」１２件（長時間労働 ９ 
件）、「合理化・倒産・企業閉鎖」１０件、「労災・職業病・安全衛生」８件となっています。 

     相談者数で検証した場合は、「解雇・雇い止め・退職」１４名、「経営問題・労務管理」１０名、「賃金」 
９名件（内  未払関連７名）、「就業規則・雇用契約」９名となっています。 
 「合理化・倒産・企業閉鎖」の相談者数は２名であることから、経営問題・解雇問題等との複合課題 
の項目で取り上げられる状況にあり、さらに対象パートタイム労働者に多く現れるのが特徴です。 

 
 （５）違法件数について   参照資料－６「２００７年 月別相談内容別違法件数 集計」 

７２名から寄せられた１５５件の相談中、違法と判断される項目は４７件となっています。約３０％が 
違法という状況です。４７件の主要な内訳は次の通りです。「雇用保険・労災保険」、「派遣・人夫貸し」、 
「賃金」、「労災・職業病・安全衛生」、「勤務（労働時間関連）」については特に違法の比率が高いものとな 
っています。 

                   【項目別違法件数の上位項目】 
項  目 違法件数 違法率 相談件数 

賃  金 １１件 
（内 未払い関連１０件） 

６８．７％ １６件 

解雇・雇い止め・退職 ８件 ２８．５％ ２８件 
就業規則・雇用契約 ５件 １７．８％ ２８件 
勤務（労働時間関連） ５件 ４１．６％ １２件 
経営問題・労務管理 ４件 ２１．０％ １９件 
労災・職業病・安全衛生 ４件 ５０．０％ ８件 
雇用保険・労災保険 ３件 ７５．０％ ４件 
派遣・人夫貸し ３件 ７５．０％ ４件 

 
 
２．３月の雇用情勢について 

昨年との対比では相談者数が大幅に減（－２８人）となっているものの、相談項目数では逆に１３件の 
   増となっています 

相談者数は７２人、相談項目数は１５５件となりました。対昨年比では－２８人・＋１３件となりまし 
た。一人当たりの件数では２．１５件となり昨年を０．７３ポイント上回っています。対前月比では＋３ 
人・＋４７件となり、一人当たりの件数は＋０．５９ポイント上回るものとなっています。一相談者の抱 
える相談項目数が多いのが特徴です。 
相談の内容は、「就業規則・雇用契約」、「解雇・雇い止め・退職」「経営問題・労務管理」等の身分変更 

   が伴うものが多く、何れもパートタイマーの占める割合が高くなっています。また、経営合理化問題が付 
随する相談として寄せられるケースが多く、ここにもパートタイマーの占める割合が多くなっています。 



 ただ、身分変更と経営合理化に関する相談では違法率が低く推移していて、正式提示はないものの、会 
社・職場の雰囲気を察知して事前に相談をしている様子が伺われます。 
 大きな不安材料としては、「賃金」「勤務時間」という生活に直結する内容の違法率が５割であることと、 
「労災・職業病・安全衛生」「雇用保険・労災保険」という心身の安全に関係する内容の違法率が５割を越 
えていること、更には派遣に関係する相談の７割以上が違法であることです。 
 パートタイム労働法が議論されるなか、職場実態とのあまりの乖離に落胆をせざるを得ません。 
 あらゆる機会を通じて、この職場実態を中央の議論の場に伝えることが求められます。 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 


